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○議事日程 

平成２９年第１回上毛町議会臨時会議事日程 

平成２９年１１月１４日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 同意第 １号 上毛町監査委員の選任について 

日程第 ５ 同意第 ２号 上毛町教育委員会委員の任命について 

日程第 ６ 同意第 ３号 上毛町公平委員会委員の選任について 

日程第 ７ 同意第 ４号 上毛町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ８ 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度上

毛町一般会計補正予算（第５号）） 

日程第 ９ 議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度上

毛町一般会計補正予算（第６号）） 

日程第１０ 選挙第 ２号 上毛町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
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○ 会 議 の 経 過 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（安元慶彦君）皆さん、おはようございます。 

 定刻になりました。御起立をお願いいたします。 

 一礼して着席願います。礼。 

 ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しています。 

 ただいまから、平成２９年第１回上毛町議会臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員に、１番岩花議員、２番田中議員を指名します。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 臨時議会の招集が予定されてから、議会運営委員会に臨時議会の運営について諮問

いたしましたところ、１１月１０日に委員会を開催していただき、答申をいただきま

した。会期については、本日１日の答申でした。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員長の答申のとおり、本日１日とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日とす

ることに決定いたしました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）ここで、町長選後、初めての議会でございます。坪根町長に所信

表明をいただきたいと思います。坪根町長。 

○町長（坪根秀介君）皆さん、おはようございます。本日ここに、平成２９年第１回上

毛町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には、公私ともに大変御多用の

中、御参集いただき、厚くお礼申し上げます。 

 ただいま、議長より御指示がございましたので、お時間をいただき、私の町長就任

に当たり、町政に対する所信を述べ、皆様の御理解を賜りたいと存じます。 

 不肖私、このたび１０月２９日の町長選におきまして、議員各位並びに多くの町民
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の皆様の御支援、御支持をいただき、昨日１１月１３日より町政２期目のかじ取りを

担うことと相なりましたことに、まずもってお礼申し上げます。 

 改めて、その責任の重大さに身の引き締まる思いがいたすところでございます。当

然、２期目は１期目以上に強いリーダーシップと結果が求められるわけですが、幸い

私のもとには信頼できる部下、股肱の臣がそろっておりますし、みんなの結束のもと、

種をまいたものに対しては勝算も気合いも十分ですが、皆さんも御承知のように、種

にもいろいろあって、火種といいますか、これまで埋没していた諸問題が浮き彫りに

なっており、これらに対しても、早急に、確実に立て直してまいらねばならないと考

えておりますので、立場は違うかもしれませんが、町の将来のため、議員各位の御理

解と御協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、国政においては、総選挙からめまぐるしい野党の移り変わりなどを経て、自

民党がさらなる安定政権を樹立し、憲法改正へと軸足を向けようとしています。アベ

ノミクスによる経済効果は、一時的処方に効果はあったものの、相次ぐ大災害からの

本格的な復興と我が国の再生を進めていくためには、まだまだ多くのハードルを乗り

越えてまいらねばなりません。 

 地方を取り巻く環境においては、特に少子高齢化に伴う人口減少は喫緊の課題であ

り、北朝鮮のミサイルの脅威や原発事故のリスク等、起きるかもしれないというリス

クとは違い、人口減少による地方消滅危機については、確実に迫り来る避けられない

非常事態であります。 

 ますます地方創生に期待が寄せられる中、２３年後の２０４０年の人口目標を１万

人と定め、各課連携を図りながら、第２次総合計画においても目標達成に向けてさま

ざまな施策展開を唱えておるところであります。転出を食いとめ転入をふやすために

は、他に負けない何かが必要であります。上毛モデルと言える魅力のある（施策）で

なければなりません。現在、交流人口をふやし、定住に発展させる流れをつくってい

るところですが、最終的には、議員を初め地域の皆様とともにオール上毛で臨んでい

かなければ、足並みがばらばらではこの目標は達成できません。 

 これまで以上に地域の皆様とお手を携え、直面する困難な課題に積極果敢に取り組

み、豊かな住民生活と個性と笑顔あふれる多様な地域づくりに、さらに邁進してまい

る所存であります。 

 上毛町は、標準財政規模に対する基金残高の水準は全国でもトップクラスであり、
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合併後１２年、将来のための備えに万全を期していると言えます。 

 しかし、国の借金は１,１００兆円を超え、さらに増加の道をたどる中で、本町の財

源もその国に依存せざるを得ない状況に変わりはなく、合併による普通交付税の特例

措置期間終了等を考えますと、今後ますます厳しい財政状況に置かれることも想定し

なければなりません。国に頼ることに限界が来ていることを私たちは肝に銘ずるべき

です。 

 だからこそ、今、何をすべきか、目標を高く、より明確に示し、着実に夢と理想を

計画・実行へ、そして成功とつなげていくことが肝要でありましょう。夢なき者に成

功なしです。 

 また、４年間でかなりの成果も上がりましたが、まだまだ継続事業、懸案事業等山

積しております。職員一同各課連携のもと、心を一つにして、確実にスピード感を持

って対応してまいりたいと考えております。特に重要な案件については、各課連携の

もとに英知を集め、庁内一の布陣で臨み、必ずや成功につなげてまいりたいと存じま

す。 

 今、全てのセクションで、九州一輝く町づくりの途中です。一人でも多くの皆様と、

夢を語り合う機会をふやしてまいりたいと思います。そして、その夢の実現を図るこ

とで、行政職員はもとより、子供たちから夢を持てない若者まで、輝くような夢や希

望を与えられると確信します。 

 具体的な中身については、現在、３０年度当初予算編成の最中で、各課において第

２次総合計画及び私の考えに基づく予算編成作業中であり、今後、十分煮詰めてまい

る必要がありますが、新聞等でお示ししましたように、まずは「子どもが輝く町」と

いうことで、子育て支援、教育の充実を図ってまいりたいと考えております。具体的

には、新たな学力向上プログラムや保育料の軽減策の拡充、給食食材への地元産品の

拡大による地産地消の推進、国際交流事業の拡大などを考えています。 

 ２番目は「働く世代が輝く町」ということで、産業振興策でございますが、国内外

のトップセールスに努めてまいり、商業施設の誘致と工業や観光事業者の誘致も図っ

てまいりたいと考えております。また、農業所得向上のためのブランド化や販路拡大

に向けても、上毛町ブランドのプロモーションに努めてまいりたいと思います。 

 ３番目に、「たくさんの人で輝く町」ということで、住みなれた町や家で暮らせる環

境確立のために、保健事業、福祉事業の展開を加速させ、地域を包括する在宅ケアシ
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ステム等の確立を、そして、若い世代や移住者に愛着と誇りの持てるシンボルとして、

大平楽の活性化や道の駅のさらなる改革、上毛の顔である大池公園の整備を進めます。 

 ４番目に「心から笑顔で輝く町」、つまり住みやすい町の実現のため、生活インフラ

の充実、特に交通弱者のための交通体系の見直しや災害時の安心実現のための各種連

携協定締結を図ってまいります。 

 大池公園整備については、シンボルであると同時に、過疎化対策、観光対策として

の位置づけがあり、さまざまな説明会等でお話ししましたように、商業施設等の誘致

をトップセールスを含め積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 財源確保については、ふるさと納税の拡充はもとより、基金の適切な運用による運

用益の増額など、さまざまなチャンネルを広げ、多様な方向性を検討してまいります。

現在、３０年度当初予算編成中でありますし、単年度で成せる事業ばかりではござい

ませんが、４年間積み上げてきた実績に着実に上乗せし、九州一輝く町へと、さらに

近づけてまいりたいと考えています。 

 雇用なくして定住なし、財源なくして助成なし、教育なくして未来なしであります。

「みんなが輝く町上毛」の実現に向けて、全身全霊で目標を成し遂げてまいる覚悟で

ございます。 

 議員各位並びに町民の皆様には、今後の町政に大いに御期待いただき、また、御支

援、御協力をお願い申し上げ、就任の所信表明とさせていただきます。 

○議長（安元慶彦君）ありがとうございました。町長の所信表明が終わりました。 

 所信表明に対する質疑はございますか。宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）それでは、まずこの席をかりて、さきの町長選におかれまし

て見事２選を果たされました坪根町長に、まずもってお祝いとお喜びを申し上げたい

と思います。まことにおめでとうございました。 

 今後は２期目に入るわけでございますが、これまで以上に実績を問われる段階に入

ろうかと存じます。ただいま所信を述べられましたが、どうぞ町長におかれましては、

住民の賛同を得たということで、自信と誇りを持って、住民の幸せと地域の発展のた

めに、２０年後、５０年後を見据えて、御自分の思うところを積極的に推進し、具体

策を講じる。夢の実現に向かって、努力、精進していただきたいと思う次第でござい

ます。 

 そこで、二、三お伺いいたしたいと思います。ただいま町長申しましたように、２
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期目に向かって抱負、政策を申されましたが、まず大事なことは、地方創生、地域活

性化の中間計画として、まず提唱されています２０４０年人口一万人構想の実現のた

めに、具体的にはどういうことを考えられているのか。また、九州一輝く町づくりを

いかにして具体的に実現していくお考えか。この点をおひとつお聞かせいただきたい

と思います。 

 いま一つは、社会福祉協議会において、人事や財政運営の面にいろいろと問題が生

じている旨、耳に入ってございますが、この辺の改善に取り組むお考えはあるのか。 

 また、もう一つは麦酒館並びにＮＰＯまちづくり協議会等のエリア、手づくり館等

を含めて、今後、どのような方向で対策を講じていくお考えか。 

 最後に、指定管理の本来あるべき姿、特に、しんよしとみ道の駅の経営改善、ある

いは運営形態、現状のままでよいのか、再検討の時期が来ているのではないかと私は

感じておる次第でございます。 

 この４点についてお伺い申し上げます。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）所信表明ということでございますので、大まかにしか答えようが

ないというふうに思っておりますが、これまでも申し上げてまいりましたように、地

方創生２０４０年１万人に向けては、やはり一つ一つのことを確実にクリアしていく、

私がいつも言っております創発的戦略ということでございますし、何をしようとした

かではなくて、何を行ったのかというものが重要だというふうに思いますし。今まで

やってまいりました施策、種をまいてまいりました。そういったものをこれから実ら

せていく。それは、役場の中だけではなくて、町民全体に御理解いただくということ

で、皆さんでそういった町をつくり上げて、移住者をふやしていくということになる

んだろうと思っております。 

 また、社協の問題でございますが、これにつきましても、これは従前よりいろんな

問題があったというふうに思いますし、人が入れかわることはやむを得ないことかも

しれませんが、やっぱりそこには原因があると思っておりますし、それをしっかり今

調査して、新しい体制を築いてまいりたいというふうに考えております。 

 麦酒館につきましても、大平村時代からの懸案事項でございましたし、正常な形に、

今、持っていっている最中でございますし、いろんな可能性を考えて、いろんなとこ

ろと、声も上がっておりますので、しっかりその辺をどういうふうにこれから運営し
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ていくのが一番いいのかということを選択してまいりたいと思っております。 

 あと、指定管理につきましては、まだ答申を受けておりませんので、それを受けて

から判断したいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

 廣﨑議員。 

 ちょっと議長のほうからお願いしておきますが、一般質問的なようなのは定例のと

きにやってください。きょうは、所信表明に対する考えということでございますから、

よろしく。 

○３番（廣﨑誠治君）それでは、坪根町長にお伺いいたします。 

 所信表明の中で、保育料の減額と商業施設の誘致、それから大池公園の整備につい

て商業施設の誘致という点を上げておられましたが、具体的に保育料の減額をどうい

うふうに考えているのか。 

 商業施設の誘致については、役場の前になんかトライアルが来るといううわさがご

ざいますし、それは本当なのかどうか。 

 大池公園の整備については、第２段階で高速道路の連結中止を言っていますし、民

間の資金でやる分についてはやるという形の６月の一般質問の答弁でございましたが、

そのとおりなのかどうかお伺いします。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）保育料につきましては、財源が必要となるものでございますし、

今後、担当課とじっくり協議をしながら来年度に備えてまいりたいというふうに考え

ております。 

 役場前の商業施設、トライアルという話がありました。これにつきましても、これ

は民対民の交渉でございますし、そういう交渉がなされているということは事実でご

ざいますが、その後の経緯はまだ報告を受けておりませんので、それがはっきりした

段階で説明できるのではないかというふうに思っております。 

 あと、大池公園の商業誘致につきましては、これまで同様にトップセールスを行っ

てまいりたいと思っておりますし、もう既に幾つか事業者から進出の話は、これまで

も申し上げましたが、あるわけでございますけれども、やはり私も広報にも書かせて

もらいましたように、真実でないうわさが出回ると、業者は嫌がるわけでございます。

その辺をしっかり守秘義務を持って皆さんに間違った情報が伝わらないようにしてい
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ただかないと、やはり企業もイメージがありますので、その辺が撤退ということにも

なるんだと思いますので、町がそういうふうなことを、イメージを大切にしてあげる

という配慮も必要だろうと思っていますので、その辺は御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）以上で質疑を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の臨時会に提出された案件は、町長からの同意案４件、専決承認案２件と議会

からの選挙１件の計７議案であります。 

 議事日程をお手元に配付していますので、ごらんください。 

 本日の日程は、町長提出案件の議案並びに議員提出案件をそれぞれ上程し、提案理

由の説明を受けた後、引き続き議案内容の説明を受け、質疑を行います。質疑が終了

した後、討論、採決を行いますので御了解ください。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、町長に出席の要求をいたしましたところ、

説明員として、お手元に配付の名簿のとおり報告がありましたので、これを許可し、

出席をいただいております。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）これから、議案の上程を行います。なお、議案の上程に際し、議

案名の朗読は省略いたします。 

 日程第４同意第１号、日程第５同意第２号、日程第６同意第３号、日程第７同意第

４号、日程第８議案第４０号、日程第９議案第４１号、以上６件を上程します。 

 町長、提出議案の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坪根秀介君）それでは、ただいまより平成２９年度第１回上毛町議会臨時会に

提案いたします案件の御説明をいたします。 

 今臨時会においては、人事案件４件、専決処分２件の計６案件を御提案いたします。

順次、御説明いたします。 
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 同意第１号、上毛町監査委員の選任について、同意第２号、上毛町教育委員会委員

の任命について、同意第３号、上毛町公平委員会委員の選任について、同意第４号、

上毛町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、今回提案いたしま

す各委員の任期が本年１１月２８日をもって満了することに伴い、人格、識見を有し

ている方々を選任または任命することについて、議会の同意をお願いするものであり

ます。 

 議案第４０号、専決処分の承認を求めることについてでありますが、平成２９年度

上毛町一般会計補正予算（第５号）により、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査に係る経費を９月２８日付で専決処分したので、地方自治法第１７９条第１

項及び第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 

 議案第４１号、専決処分の承認を求めることについてでありますが、平成２９年度

上毛町一般会計補正予算（第６号）により、ふるさと納税の寄附金増に伴う経費を１

０月１７日付で専決処分したので、地方自治法第１７９条第１項及び第３項の規定に

より、これを報告し、承認を求めるものであります。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、いずれも重要な案件でございますので、慎

重に御審議をいただき、御同意、承認くださいますようお願いを申し上げまして、提

案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４、同意第１号、上毛町監査委員の選任についてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、同意第１号、上毛町監査委員の選任についてでご

ざいますが、朗読により説明にかえさせていただきます。 

 同意第１号、上毛町監査委員の選任について、上毛町監査委員に次の者を選任する。

平成２９年１１月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 識見を有する者、氏名、高野正博。生年月日、○○○○○○○○○○生まれ。住所、

上毛町○○○○○○○○○○○。 

 理由でございます。上毛町監査委員として選任することについて、地方自治法第１

９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 次のページに参考資料ということで履歴書を添付いたしております。御参考にして
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いただきたいと思います。 

 今回、高野氏は新任でお願いをするものでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）前任の松本委員については、再任をいたさないというような辞意

があったかどうか、それをお伺いします。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）御本人から監査のたびに今期でという辞意をいただいており

ましたので、今回、そういう形で新たな選任をいたしました。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これから討論を行います。反対討論はありますか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありますか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、同意第１号、上毛町監査委員の選任について

は、原案のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第５、同意第２号、上毛町教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、同意第２号、上毛町教育委員会委員の任命につい



-12- 

てでございますが、同じように朗読により説明にかえさせていただきます。 

 同意第２号、上毛町教育委員会委員の任命について、上毛町教育委員会委員に次の

者を任命する。平成２９年１１月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 氏名、武井一彦。生年月日、○○○○○○○○○○生まれ。住所、上毛町○○○○

○○○○○○○。 

 理由でございます。上毛町教育委員会委員として任命することについて、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のでございます。 

 今回、１名の教育委員の任期が満了したことに伴いまして、教育執権を有しており

ます教育委員を任命するための議会の同意をお願いするものでございます。 

 なお、武井氏につきましては再任でお願いするものでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これから討論を行います。反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、同意第２号、上毛町教育委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第６、同意第３号、上毛町公平委員会委員の選任についてを

議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 
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 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、同意第３号、上毛町公平委員会委員の選任につい

てでございますが、こちらも朗読により説明にかえさせていただきます。 

 同意第３号、上毛町上毛町公平委員会委員の選任について、上毛町公平委員会委員

に次の者を選任する。平成２９年１１月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 まずお一人目でございます。氏名、西 康雄。生年月日、○○○○○○○○○○生

まれ。住所、上毛町○○○○○○○○○○○。 

 二人目でございます。氏名、田井啓佐。生年月日、○○○○○○○○○生まれ。住

所、上毛町○○○○○○○○○○。 

 ３人目でございます。氏名、沼野淑子。生年月日、○○○○○○○○○生まれ。住

所、上毛町○○○○○○○○○○。 

 理由でございます。上毛町公平委員会委員として選任することについて、地方公務

員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 今回、公平委員会委員３名の任期が満了したことに伴いまして、選任するため、議

会の同意をお願いするものでございます。なお、西 康雄氏につきましては再任、田

井氏、それから沼野氏につきましては、今回新たにお願いするものでございます。 

 次のページに参考資料ということで履歴書を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）監査と一緒ですが、前任の方はやっぱり辞意を漏らしたのかどう

か、その辺をお伺いします。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）今回御退任いただいた方々は、旧村時代から公平委員をされ

ておる方々でございまして、長い間しっかりと務めていただきましたけれども、そう

いう御意志をいただきましたので、今回新たに選任をいたしております。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（安元慶彦君）これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、同意第３号、上毛町公平委員会委員の選任に

ついては、原案のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第７、同意第４号、上毛町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、同意第４号、上毛町固定資産評価審査委員会委員

の選任についてでございます。同じように朗読により説明にかえさせていただきま

す。 

 同意第４号、上毛町固定資産評価審査委員会委員の選任について、上毛町固定資産

評価審査委員会委員に次の者を選任したいので議会の同意を求める。平成２９年１１

月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 お一人目でございます。末松美知郎。生年月日、○○○○○○○○○○○生まれ。

住所、上毛町○○○○○○○○○○○。 

 お二人目でございます。氏名、八坂德見。生年月日、○○○○○○○○○○生まれ。

住所、上毛町○○○○○○○○○。 

 ３人目でございます。末吉秋雄。生年月日、○○○○○○○○○○生まれ。住所、

上毛町○○○○○○○○。 

 理由でございます。上毛町固定資産評価審査委員会委員として選任することについ

て、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 
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 今回、固定審査評価審査委員会委員３名の任期が満了したことに伴い、固定資産評

価審査委員を選任するため、議会の同意をお願いするものでございまして、末松美知

郎氏、八坂德見氏につきましては再任、末吉秋雄氏につきましては新たにお願いする

ものでございます。 

 公平委員、それから監査委員と同様に、長くお務めめいただいた方からの辞意がご

ざいましたので、今回お一人を新たに選任しておるということでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）新任の末吉委員ですが、税務課勤務の経験ありだと思いますが、

何年税務課に勤めたかどうかお知らせください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）税務課は、経験が半年でございます。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、同意第４号、上毛町固定資産評価審査委員会

委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第８、議案第４０号、専決処分の承認を求めることについて、

平成２９年度上毛町一般会計補正予算案（第５号）を議題とします。 
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 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、議案第４０号について御説明いたします。 

 議案第４０号、専決処分の承認を求めることについて、平成２９年度上毛町一般会

計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。

平成２９年１１月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 理由でございます。平成２９年１０月２２日執行の第４８回衆議院議員総選挙及び

第２４回最高裁判所最高裁判官国民審査に係る経費が必要となったため、専決処分を

いたしたものでございます。 

 次のページに専決第５号ということで、平成２９年９月２８日付、これ、衆議院の

解散日でございますが、その日の専決処分書を添付いたしております。 

 次のページに、平成２９年度の上毛町一般会計補正予算書（第５号）を添付いたし

ております。第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２９万６,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を４８億９,６１７万円とするものでございます。 

 専決の内容でございますが、予算書の８ページをお願いいたします。 

 ２款４項４目衆議院議員総選挙費で、選挙執行に伴います報酬、職員手当、報償費、

旅費、需用費、役務費、委託料、賃借料、備品購入費等合わせまして５２９万６,００

０円を専決処分させていただいております。 

 財源につきましては、国庫委託金が５２０万円、繰越金で９万６,０００円を一般財

源として充当いたしておるところでございます。 

 ちなみに、今回の衆議院議員の投票率、選挙の投票率でございますが、小選挙区で

６６.１７％で、平成２６年の前回より５ポイントほど投票率が向上しておるというこ

とで、あわせて御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 声を出してください。コールしてください。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）一点お尋ねします。需用費ですが、今回の町長選挙と国政選挙



-17- 

では２倍の金額の違いがありますが、この金額の違いについてお尋ねいたします。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）当然、期日前投票の期間等もかなり長うございます。町長選

挙は期日前が４日間でございますので、そういった部分でそれらに係る経費は当然さ

まざま変わってくるというふうに御理解いただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで質疑を終了します。 

 これから討論を行います。反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで討論を終わります。 

 これから、本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、議案第４０号、専決処分の承認を求めること

について、平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり承認す

ることに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第９、議案第４１号、専決処分の承認を求めることについて、

平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、議案第４１号について御説明を申し上げます。 

 議案第４１号、専決処分の承認を求めることについて、平成２９年度上毛町一般会

計補正予算（第６号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。

平成２９年１１月１４日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 理由でございます。１０月１７日時点で、早々にふるさと納税の寄附の収入見込み
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額が当初予算の３億円を超えることが確実と見込まれましたので、それらに伴う返礼

品等に係る経費が当然必要となってまいりますので、専決処分をさせていただいたも

のでございます。 

 次のページに、専決第６号ということで、２９年１０月１７日付の専決処分書を添

付いたしております。 

 次のページに、平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第６号）を添付いたしてお

ります。第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億８,０８０万円を追加し、

歳入歳出予算総額を５２億７,６９７万円とするものでございます。 

 専決の内容でございます。予算書の８ページをお願いいたします。 

 ２款２項３目ふるさと納税推進費で返礼品の発送に伴う需用費、役務費、委託料等、

書類等の増加に伴います書庫等の備品購入費、合わせまして２億８,５８０万円と１２

款１項６目ふるさと応援基金費に積立金９,５００万円、合わせまして３億８,０８０

万円を専決処分させていただいております。 

 財源につきましては、ふるさと納税の寄附金が３億８,０００万円、繰越金で８０万

円を充当いたしております。 

 なお、ふるさと納税につきましては、３月の予算等の時期に、場合によっては途中

で補正予算や専決での処分をお願いすることをお伝えいたしておると思いますので、

その分申し添えさせていただきます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）これまでふるさと納税は、さとふるだったと思います。今年度か

ら、ふるさとチョイスというのをたしか追加して、幅広く寄附金を募るということだ

ったと思います。それぞれの寄附額、ふるさとチョイスで幾ら、さとふるで幾らとい

うような違いがありましたらお願いします。 

 それとあと、それぞれ返礼品のラインアップが違うと思いますが、さとふるの分は

どれが人気なのか、ふるさとチョイスではどのような商品が人気なのかお答えくださ

い。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 
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○税務課長（尾崎幸光君）それでは、私のほうから御答弁させていただきます。 

 さとふるの寄附のほうが９４％ほどでございます。ふるさとチョイスのほうが４.

４％ほどとなっております。当初予算のほうではチョイスのほうを多く上げておりま

したが、実績を見ますと、さとふるのほうが多いということでございます。 

 それから、返礼品でございますが、さとふるが現在１０３品目ございます。チョイ

スのほうが４５品目ございます。一番返礼品が多いのは、やはり肉でございまして、

さとふる、チョイスとも、４キロの豚の切り落としが一番人気がございます。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）さとふるは９４％、ふるさとチョイスは４.４％、残りのパーセン

トというのは、もう直接的な寄附ということでよろしいんですか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）残りの２％につきましては、町に直接申し込まれた方という

ことでございます。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）この３億８,０００万で、来年度３月まで見込んでいるんだと思い

ますが、この追加予算で上毛町の産品はどれくらいの額を見込んでいるのか。それと、

道の駅、それから大平楽エイトに対する手数料というのは、どのくらいを見込んでい

るのか。それと、１０月のふるさと納税は幾らだったのか、お知らせください。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）上毛町産品ということで、お米、それから卵類、それから唐

揚げ類等々でございます。柿も入っておりますが。１０月の実績を見ますと４％ほど

となっております。 

 それから、道の駅、大平楽エイトの手数料については、各業者さんが手数料を販売

業者のほうから取っているということで、私のほうでは正確には調べておりません。

（「１０月について答えてない」と呼ぶ声あり）済みません、もう一つ。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）１０月の寄附総額でございますが、１億７,０２０万というこ

ととなっております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 
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○３番（廣﨑誠治君）道の駅と大平楽に払う手数料がわからないということなんですが、

これ、わかる方法というのはあるんですかね。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）大変申しわけございません。先ほどの１０月の寄附額でござ

いますが、１億２,７２０万でございます。 

 それから、道の駅、大平楽の部分については、ちょっと調べないとわからないとい

うことで……。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）当然、返礼品はおおむね幾らの商品をということは、こちら

から依頼しておりますが、幾らで仕入れているかというのは、そちらの店舗の営業努

力の部分もございますので、私どもで把握する必要がないのかなというふうに思って

おります。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）質疑を終了します。 

 これから討論を行います。反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、議案第４１号、専決処分の承認を求めること

について、平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり承認す

ることに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）これから、議員提出議案の上程をし、審議を行います。なお、議

案の上程に際し、議案名の朗読は省略いたします。 

 日程第１０、選挙第２号、以上１件を上程します。 
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 選挙第２号、上毛町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にい

たしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法は、議長が指名することといたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定し

ました。 

 上毛町選挙管理委員会委員に、小林正文さん、穴田正勝さん、出口義昭さん、中尾

哲治さんを指名します。 

 上毛町選挙管理委員会補助員に、木藤政夫さん、矢岡 隆さん、定講 健さん、城

元和視さんを指名します。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名した方を上毛町選挙管理委員会委員及び補助

員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました、小林

正文さん、穴田正勝さん、出口義昭さん、中尾哲治さん、木藤政夫さん、矢岡 隆さ

ん、定講 健さん、城元和視さん、以上の方が上毛町選挙管理委員会委員及び補助員

に当選されました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 平成２９年第１回上毛町議会臨時会を閉会します。 

                           閉会 午前１０時５０分 

 


